
 

法 務 省 施 第 ７ ０ ７ 号   

令 和 ７ 年 ４ 月 ７ 日   

   

  

 東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号  

 株式会社東畑建築事務所本社オフィス東京  

  常務執行役員代表 阿蘇品 尚 士 殿  

   

    

支出負担行為担当官               

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫    

（ 公 印 省 略 ）    

    

業務成績評定通知書  

 貴社が受注した下記の業務について、法務省建築関係建設コンサルタント業

務成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。  

 なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、

この書面の通知を受けた日から起算して１０日（行政機関の休日に関する法律

（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日を含まない。）

以内に書面により、説明を求めることができます。  

 疑問の旨に対する説明は、書面により郵送します。  

 また、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問合せ先は、  

下記のとおりです。  

記  

１．業務名       令和６年度神奈川少年更生支援センター（仮称）実

施設計業務  

２．履行期間      令和６年６月１８日～令和７年３月２８日  

３．完了検査年月日   令和７年３月２４日  

４．業務評定点  

   別紙「建築設計等委託業務成績評定通知表」のとおり  

５．送付先        

  所在地       〒100-8977 東京都千代田区霞が関１－１－１  

  担当課       法務省大臣官房施設課技術企画室  

  電 話       ０３－３５８０－３４０９  

６．書面の宛先     支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長  

７．手続等の問合せ先  上記５ 担当課に同じ  



別紙

最終：

令和 7 年 3 月 19 日

令和 7 年 3 月 24 日

名称：

所在地：

　木村　裕志

建築： 野村　浩行 構造： 髙橋　俊之

電気： 吉田　浩二 機械： 長南　裕一

① 総合点（基礎項目注１）及び創意工夫項目注２）の評価による） （ 76 ）
注）本業務については創意工夫項目を評価していないため、基礎点と同一となっている。

② 基礎点（基礎項目のみの評価による） （ 76 ）

（ 75 ）

発注者名 法務省大臣官房施設課長　細川隆夫

業務名称 令和６年度神奈川少年更生支援センター（仮称）実施設計業務

建築設計等委託業務成績評定通知表

令和7年4月7日

管理技術者評定点（管理技術者に対する評価）

注２）　創意工夫項目とは、業務の履行上の創意工夫に関する評価項目をいい、「創意工夫の余地の小さい業務」
　　　については評価を行わない。

担当主任技術者氏名

 

契約相手方名称・所在地

契約金額

履行期間

当初： 25,850,000 28,336,000

当初：令和６年６月１８日～令和７年１月３１日 最終：令和６年６月１８日～令和７年３月２８日

株式会社東畑建築事務所本社オフィス東京

東京都千代田区九段南四丁目６番１２号

完了検査年月日

注１）　基礎項目とは、全ての業務に共通する基礎的な内容に関する評価項目をいう。

注３）  総合点には、業務履行中又は業務完了時に生じた事由による減点がある場合、それを加算している。

管理技術者評定点

管理技術者氏名

完了年月日


